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質の高い住宅を支える
専門技術者・技能者の

安定的確保

新たな住生活基本計画（全国計画）

住まうヒト の視点住まうヒト の視点

住生活基本法
平成18年6月施行

現行の住生活基本計画（全国計画）
【計画期間】 令和３年度～令和12年度

新たな住生活基本計画（全国計画）
【計画期間】 令和８年度～令和17年度

おおむね5年毎に
見直し

人生百年時代における

時々のライフスタイル

やあらゆる世帯属性に

適した住宅を過度な

負担なく確保できる

社会へ

住まうモノ の視点住まうモノ の視点

官民投資により蓄積し

てきたインフラと居住

環境を備えた住宅・

住宅地が市場を通じて

最大限に活用される

持続可能な社会へ

住まいを支える

プレイヤー の視点

住まいを支える

プレイヤー の視点

国、地方公共団体、事業

者、そして住生活を営む

居住者自身も含めた

あらゆる関係者で連携

して住宅市場を維持し

続ける社会へ

主な取組方策

②インフラ･居住環境の整った
既存の住宅･住宅地の

市場を通じた本格的な有効活用
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③分野横断的な連携による
｢気づき｣と｢つなぎ｣のある

居住支援の充実

④既存住宅を最大限に活用する
持続的な住宅市場を支える

あらゆる主体の連携･協働の推進

2050年
を見据えた

2050年
を見据えた

①ニーズに応じた住宅を適時適切
に確保できる循環型市場の形成

⇒ ニーズに応じた持家・賃貸住宅を選択できる市場へ
ライフスタイルに適した住替え･リフォームの円滑化

これからの住宅市場に対する
環境整備・誘導・補完の枠組みの構築

⇒ 利便性の高い既成住宅地の相続空き家等を活用し、
子育て世帯等に選ばれる住環境の整備

⇒ 高齢単身世帯も孤立せず、安心して暮らせる社会へ

不動産・福祉・行政担当者住宅確保要配慮者

・安否確認
・訪問等による見守り
・福祉サービスへの
つなぎ

⇒ ストック社会を支える担い手・体制の確保へ

デジタル技術の活用による、
幅広い担い手が活躍できる

ような情報提供・相談体制の整備
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高齢者世帯が居住する
住宅は増加の見込み

（万戸） 旧耐震
新耐震

2034-2043年で85歳以上2023年時点で85歳以上

概成

既存住宅の維持管理・流通の
枠組み ⇒整備途上

新築住宅の
質誘導の枠組み

次世代への継承

高齢期を支える資産に
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